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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
自
転
車
交
通
の
安
全
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

警
察
庁
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
自
転
車
乗
用
者
が
第
一
当
事
者
又
は
第
二
当
事
者
で
あ
っ
た
交
通
事
故
（
人
の
死
傷
が
伴
う

も
の
に
限
る
。
）
の
発
生
件
数
は
、
平
成
十
七
年
以
降
減
少
し
て
お
り
、
平
成
二
十
二
年
中
は
十
五
万
千
六
百
二
十
六
件
で

あ
っ
た
。

政
府
に
お
い
て
は
、
自
転
車
の
交
通
秩
序
の
整
序
化
を
図
り
、
自
転
車
に
係
る
交
通
事
故
防
止
を
図
る
た
め
、
自
転
車
の

通
行
環
境
の
整
備
と
自
転
車
利
用
者
に
対
す
る
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底
を
並
行
し
て
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、

こ
う
し
た
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

自
転
車
安
全
教
育
の
効
果
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
自
転
車
安
全
教
育
を
受
け
た
小
学
生
等
に
対
し
「
自
転
車
運
転
免
許
証

」
を
交
付
す
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
地
方
公
共
団
体
等
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
な
状
況
に
つ
い
て
は

把
握
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
網
羅
的
に
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
、
損
害
保
険
料
率
算
出
機
構
に
報
告
の
あ
っ

た
保
険
会
社
の
保
険
に
つ
い
て
同
機
構
が
集
計
し
た
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
自
転
車
の
交
通
事
故
に
よ
り
被
保
険
者
が
傷
害
を

負
う
こ
と
等
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
�
補
す
る
保
険
の
契
約
で
平
成
二
十
一
年
度
に
締
結
さ
れ
た
も
の
に
係

る
被
保
険
者
数
は
、
二
十
五
万
三
千
七
百
三
十
三
人
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
自
転
車
の
交
通
事
故
に
よ
り
被
保
険
者
が
傷

害
を
負
う
こ
と
等
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
、
自
転
車
単
位
で
�
補
す
る
保
険
と
し
て
、
財
団
法
人
日
本
交
通

管
理
技
術
協
会
が
保
険
契
約
者
と
な
り
、
同
協
会
発
行
の
Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
が
貼
付
さ
れ
た
自
転
車
の
搭
乗
者
が
被
保
険
者
と
な

る
共
同
保
険
が
あ
り
、
こ
の
共
同
保
険
を
取
り
扱
う
現
在
の
幹
事
会
社
で
あ
る
三
井
住
友
海
上
火
災
保
険
株
式
会
社
に
よ
る

と
、
平
成
二
十
一
年
度
に
取
り
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
当
該
保
険
の
対
象
と
な
る
自
転
車
の
台
数
は
、
百
三
十
五
万
九
千
九
百

八
十
七
台
と
の
こ
と
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

警
察
庁
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
一
年
度
末
現
在
、
全
国
で
、
二
百
九
十
七
か
所
、
延
べ
約
二
百
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
区
間
に
お
い
て
、
自
転
車
専
用
通
行
帯
を
指
定
す
る
交
通
規
制
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

自
転
車
専
用
通
行
帯
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
自
転
車
の
通
行
環
境
を
整
備
す
る
上
で
有
効
な
手
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え

二



て
お
り
、
今
後
と
も
、
各
道
路
の
構
造
や
交
通
実
態
等
を
踏
ま
え
、
自
転
車
道
の
整
備
、
普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
部
分
の

指
定
等
の
手
法
も
併
せ
て
活
用
し
な
が
ら
、
自
転
車
の
通
行
環
境
の
整
備
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

五
に
つ
い
て

幼
児
二
人
同
乗
用
自
転
車
の
出
荷
台
数
等
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

同
自
転
車
に
つ
い
て
は
、
フ
レ
ー
ム
等
の
強
度
を
高
め
て
い
る
た
め
車
体
が
重
く
、
ま
た
、
幼
児
二
人
を
同
乗
さ
せ
た
場

合
に
は
、
総
重
量
の
増
加
に
伴
い
転
倒
時
の
被
害
が
増
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
等
の
特
性
を
有
し
て
お
り
、
同
自
転
車
に
係

る
交
通
事
故
防
止
の
た
め
に
は
、
そ
の
利
用
者
が
、
こ
う
し
た
特
性
を
よ
く
理
解
す
る
と
と
も
に
、
幼
児
を
同
乗
さ
せ
る
際

に
は
幼
児
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
さ
せ
る
等
の
自
転
車
の
交
通
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
こ
と
等
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
の
広
報
啓
発
活
動
等
の
充
実
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
の
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
改
正
に
よ
り
、
児
童
又
は
幼
児

（
以
下
「
児
童
等
」
と
い
う
。
）
を
保
護
す
る
責
任
の
あ
る
者
は
、
児
童
等
を
自
転
車
に
乗
車
さ
せ
る
と
き
は
、
ヘ
ル
メ
ッ

ト
を
か
ぶ
ら
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
児
童
等
の
ほ
か
中
学
生
や
高
校
生
等

三



に
対
し
て
も
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
を
促
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
警
察
庁
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
、
各
種
の
機
会
を
捉
え
て
、
児
童
等
の
保
護
者
等
を
対
象
に
、

自
転
車
に
係
る
交
通
事
故
の
実
態
や
頭
部
保
護
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
広
報
啓
発
活
動
等
を
行
う
よ
う
指
導
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
の
同
法
の
改
正
内
容
を
各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
通
知

す
る
と
と
も
に
、
教
職
員
向
け
の
指
導
参
考
資
料
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
正
し
い
着
用
方
法
や
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
に
よ
る
事
故
被

害
の
軽
減
効
果
等
の
内
容
を
盛
り
込
み
、
こ
れ
を
全
国
の
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
等
に
配
布
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

四


